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＜別紙１＞ 
「最終保障供給約款」の見直し概要 

 

１． 料金単価等の見直し（2023年4月1日から） 

（1）料金単価の見直し 

 
（2）市場価格調整単価の見直し 

1kＷhあたりの平均市場価格が日本卸電力取引所における取引価格（東京エリアプライス）の

2019～2021年度の月間平均値の最低値である4円64銭を下回る場合に、電力量料金から減算する

市場価格調整額の算定に用いる市場価格調整単価を以下のとおり見直しいたします。 

料金プラン 
2023年3月31日までの 
料金単価(税込) 

2023年4月1日からの 
料金単価(税込)  

市場価格
調整単価 

最終保障
電 力 A 

ご使用電力量 
1kＷhにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 
(夏季) 2円50銭 (夏季) 2円50銭 

(その他季)2円29銭 (その他季)2円29銭 

20,000ボルト 
(夏季) 2円20銭 (夏季) 2円20銭 

(その他季)2円01銭 (その他季)2円01銭 

60,000ボルト 
(夏季) 2円16銭 (夏季) 2円15銭 

(その他季)1円94銭 (その他季)1円94銭 

最終保障
電 力 B 

ご使用電力量 
1kＷhにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 
(夏季) 2円23銭 (夏季) 2円23銭 

(その他季)2円02銭 (その他季)2円02銭 

20,000ボルト 
(夏季) 2円07銭 (夏季) 2円08銭 

(その他季)1円89銭 (その他季)1円90銭 

60,000ボルト 
(夏季) 2円04銭 (夏季) 2円03銭 

(その他季)1円86銭 (その他季)1円85銭 

140,000ボルト 
(夏季) 1円99銭 (夏季) 2円00銭 

(その他季)1円81銭 (その他季)1円82銭 

料金プラン 
2023年3月31日までの 
料金単価(税込) 

2023年4月1日からの 
料金単価(税込)  

最終保障
電 力 A 

基本料金 
契約電力 
1kＷにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 2,057円00銭 2,177円24銭 

20,000ボルト 1,991円00銭 2,045円87銭 

60,000ボルト 1,925円00銭 1,979円87銭 

電 力 量 
料 金 

ご使用電力量 
1kＷhにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 
(夏季) 20円04銭 (夏季) 26円34銭 

(その他季)18円67銭 (その他季)24円97銭 

20,000ボルト 
(夏季) 18円11銭 (夏季) 24円33銭 

(その他季)16円91銭 (その他季)23円13銭 

60,000ボルト 
(夏季) 17円81銭 (夏季) 24円02銭 

(その他季)16円63銭 (その他季)22円85銭 

最終保障
電 力 B 

基本料金 
契約電力 
1kＷにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 2,178円00銭 2,296円04銭 

20,000ボルト 1,991円00銭 2,045円87銭 

60,000ボルト 1,925円00銭 1,979円87銭 

140,000ボルト 1,859円00銭 1,913円87銭 

電 力 量 
料 金 

ご使用電力量 
1kＷhにつき 

供給 
電圧 

6,000ボルト 
(夏季) 18円39銭 (夏季) 24円69銭 

(その他季)17円17銭 (その他季)23円47銭 

20,000ボルト 
(夏季) 17円42銭 (夏季) 23円65銭 

(その他季)16円29銭 (その他季)22円52銭 

60,000ボルト 
(夏季) 17円14銭 (夏季) 23円35銭 

(その他季)16円04銭 (その他季)22円25銭 

140,000ボルト 
(夏季) 16円85銭 (夏季) 23円08銭 

(その他季)15円77銭 (その他季)22円00銭 
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２． 燃料費調整制度の見直し（2023年4月1日から） 

 

 新たに導入する燃料費等調整制度の内容 

燃料価格調整項※１については、算定諸元の見直しを行います。（図中青字箇所） 

加えて、卸電力取引市場価格※２の変動を電力量料金に反映させるしくみとして、市場価格調整項

を新たに導入いたします（図中赤字箇所）。 

燃料価格調整項と市場価格調整項を合わせて、燃料費調整制度を燃料費等調整制度に見直します。 

 

○市場価格調整項 

毎月の平均市場価格と基準市場価格の差額に、基準市場単価を乗じて算定いたします。 

 

① 基準市場価格：東電EPが設定した基準となる市場価格 

② 平均市場価格：算定期間における全日・昼間のスポット市場価格※５の加重平均値 

③ 基準市場単価：平均市場価格が1円/kWh増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額 

④ 換算係数δ1, δ2：東電EPが設定した全日と昼間の電力量構成比 

 

○各月の燃料費等調整単価 

3カ月間の燃料価格およびスポット市場価格にもとづき算定し、燃料価格は2カ月後、スポット市

場価格は約1カ月半後の電気料金に反映します。 
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○新たに導入する燃料費等調整制度の算定諸元 

以下のとおり、燃料価格調整項の算定諸元を見直すとともに、市場価格調整項の算定諸元をお示し

いたします。 

 
※1 燃料価格調整項は、従来の燃料費調整単価に該当します。 
※2 卸電力取引市場価格として参照する価格は、お客さまの需要場所の属する供給区域を基に卸電力取引所が

公表したスポット市場価格を用います。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価格等にもとづき、
当社が決定した値とします。 

※3 燃料費等調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、燃料
価格調整項および市場価格調整項は端数処理いたしません。 

※4 市場価格調整単価は、2022年9月1日の最終保障供給料金の見直しにおいて導入した卸電力取引市場価格
を反映するためのしくみです。 

※5 全日のスポット市場価格は、午前0時から翌日午前0時までの単純平均スポット市場価格、昼間のスポッ
ト市場価格は、午前8時から午後4時までの単純平均スポット市場価格とします。 

※6 従来の基準単価に該当します。 

 

３． 料金プランの廃止（2023年4月1日から） 

最終保障農事用電力を廃止いたします。 
 

以 上 

※６ 


